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介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（通所介護相当サービス）重要事項説明書 

 

 

  指定地域密着型通所介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利

用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 豊グループ合同会社 

主たる事務所の所在地 
〒759-1422 

山口市阿東地福下 879-1 

代表者（職名・氏名） 代表社員 柴本正子 

設 立 年 月 日 令和 5年３月１日 

電 話 番 号 083-952-0221 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 ディサービスしばちゃん 結 

事 業 所 の 所 在 地 
〒759-1342 

山口市阿東生雲中字新町 372番地 8 

電 話 番 号 083-954-1188 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 083-952-0221 

指定年月日・事業所番号   

実施単位・利用定員 １単位 定員 15人 

通常の事業の実施地域 山口市（阿東・徳地地域） 

 

３．事業の目的 

・要支援状態、または事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅

において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとと

もに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、通所介護相当サービスを提供するこ

とを目的とします。 

 

４．事業の運営方針 

・事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及び

この契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス

等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態等の軽減や悪化の防止、もしくは要

介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 
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５．提供するサービスの内容 

第１号通所事業（通所介護相当サービス）は，事業者が設置する事業所（デイサービスセ

ンター）に通っていただき，入浴，排せつ，食事等の介護，生活等に関する相談及び助言，

健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，

利用者の心身機能の維持を図るサービスです。 

 

６．サービスの利用に当たっての留意事項 

・利用者は、指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、次の事項に留意するものとする。 

(1) 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。 

(2) 共用の施設・設備は他の利用者の迷惑にならないよう利用する。 

 

７．営業日時 

営業日 
月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 

ただし、年末年始（12月 30日から 1月 3日まで）を除きます。 

営業時間  午前８時から午後 5時まで 

サービス提供時間  午前９時から午後 4時まで 

 

８．事業所の従業者の体制                             （令和 7年 4月 1日現在） 

職種 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者         １ 人            

生活相談員         ２ 人             

看護職員                    ２ 人  

介護職員              １ 人    ２ 人  

機能訓練指導員                    ２ 人 

調理職員                       

  

《職務内容》 

・管理者（1名） 

職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。 

・生活相談員（2名） 

利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企画などを行う。 

・看護師（2名） 

利用者の看護及び健康管理を行う。 

・機能訓練指導員（2名） 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。 

・介護職員（3名） 

 利用者の日常生活のサービス及び援助を行う。 

・事務職員（1名） 

 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。 
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９．利用者に関すること  

利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りです。利用者からいただ

く「利用者負担金」は原則として基本利用料の 1割（一定以上の所得がある方は 2割また

は 3割）の額です。 

ただし介護保険給付の支給限度額を超えてサービス利用を利用する場合は、超えた額を負

担いただきます。 

 

（１） 介護保険対象サービス 

 基本利用料 １割負担 ２割負担 ３割負担 

週１回利用 

（要支援 1 

 要支援 2 

 事業対象者） 

17980円 1798円 3596円 5394円 

週２回利用 

（要支援 2 

事業対象者） 

36210円 3621円 7242円 10863円 

 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、山口市介護予防・生活支援サービス事業に要する

費用の額の算定に関する基準を定める要綱で定める金額であり、これが改定された

場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に

新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が

生じることがあります。 

 

（２）その他の費用 

食 費 
昼食代  ６００円 

おやつ代 １００円 

おむつ代等 
紙おむつ １００円/枚 

パッド  ５０円/枚 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業

の実施地域を越えた地点から、片道３０円/ｋｍをいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担

が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必

要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

（３）支払い方法 

毎月、10日までに前月分の利用料を請求いたしますので、月末までにお支払ください。 

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込みいずれかの 

方法でお支払い下さい。 
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１０．秘密保持及び個人情報の保護 

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な

く、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も

同様とします。 

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報について

はその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案

のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用

者又はその家族の個人情報を用いません。 

 

１１．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、 

速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

 

 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

 

１２．事故発生時時の対応 

 通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援

専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

１３．高齢者虐待防止について 

・事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話措置等の活用可能）を設置

し定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ること。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定め

ること。 

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

・虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じると

ともに、市へ報告するものとする。 

 

１４．非常災害対策 

・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を

作成します。 

・事業所は、防災計画に基づき、年２回、利用者及び従業者等の避難、救出その他必要

な訓練を行います。 
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１５．その他運営についての重要事項 

 ・事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また業務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後３ヵ月以内 

（２）継続研修  年１回以上 

 

１６．サービスの終了 

  次の場合にサービスは終了となります。 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の７日間までに文書でお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が 7日

間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が  

あります。その場合は、１ヶ月前までに文書で通知します。 

 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合 

・利用者が死亡した場合 

 

１７．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

電話番号  083-952-0221 

受付時間 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 ８時～17時 

担当者名 柴本正子・柴本宗史朗 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

山口市役所介護保険課 
所在地  山口市亀山町 2-1 

利用時間 午前 8:30～午後 5:15 
電話（０８３）９３４－２７９５ 

山口県健康福祉部 

介護保健室 

所在地 山口市滝町 1-1 

利用時間 午前 8:30～午後 5:15 
電話（０８３）９３３－２７７４  

山口県国民健康保険

団体連合会 

所在地 山口市朝田 1980-7 

利用時間 午前 9：00～午後 5：00 
電話（０８３）９９５－１０１０ 

 

 

 

１８．第三者評価の実施状況 

現在、実施していません。 
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   令和    年    月    日 

 

事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しまし

た。 

 

説 明 者  所 在 地  山口市阿東生雲中字新町 372番地 8 

事業所名  ディサービスしばちゃん 結 

職・氏名               印 

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
        利 用 者  住 所 

氏 名                   印 

 

 

代 理 人 

住 所 

氏 名                 印 

本人との続柄 

 


